
第１号様式の３ 差替条項 

[住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第94条第１項の適用を

受ける場合用] 

（かし担保） 

第44条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を

請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かし

が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することがで

きない。 

 ２ 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条第４項又は第５項（第38条に

おいてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から木造の建

物等の建設工事の場合には１年以内に、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設

工事の場合には２年以内に、設備工事等の場合には１年以内に行わなければならない。ただ

し、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのでき

る期間は10年とする。 

 ３ 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第１項の規定にかかわ

らず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすること

はできない。だだし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りではない。 

 ４ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第94条第１項

に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質

確保の促進等に関する法律施行令（平成12年政令第64号）第５条第１項及び第２項に定める

部分のかし（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について修補又は損害賠

償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。  

 ５ 甲は、工事目的物が第１項のかしにより滅失又はき損したときは、第２項又は第４項の定

める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から６月以内に第１項の権利を行使しなければ

ならならい。 

 ６ 第１項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により

生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを

知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 

 


